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第５回環境審議会（施策体系・環境像）について 

 

 施策の展開について 

 第５回環境審議会議題のである、施策の方針３-１から４-２については以下

のとおり整理しました。 

 

 

【施策の方針３-１～３-２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「安全」⇒「快適」の順番に入替。 

 空家、交通環境、交通インフラ、有害鳥獣などを暮らしやすいまちの推進に

包含。 

 

  

快適な生活を送れるまちを目指します

快適な生活空間を創ろう

健全な生活を送ろう

【基本目標 3】

安全で快適に暮らせるまち

【施策の方針 3-1】

安全なまちづくりの推進

【施策】

➤身近な生活環境の保全

➤有害化学物質対策の推進

【施策の方針 3-2】

快適なまちづくりの推進

【施策】

➤きれいなまちづくりの推進

➤公園・緑地等の整備の推進

➤暮らしやすいまちの推進

現行計画 第３次計画 
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【施策の方針４-１～４-２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「環境教育・環境学習」などの「学び」⇒「行動」・「連携」の順番に入替。 

 現行計画の「みんなで力を合わせて行動しよう」と「みんなで計画を実行し、

評価しよう」を「みんなで協力するまちづくりの推進」に集約。 

 

  

【基本目標 4】

みんなで学び協働するまち

【施策の方針 4-1】

環境教育・環境学習の推進

【施策】

➤環境リーダーの育成の推進

➤環境教育・環境学習の場の整備・創出

【施策の方針 4-2】

みんなで協力するまちづくりの推進

【施策】

➤環境保全活動の活性化

➤市民・事業者・行政の連携と

情報共有の推進

みんな学び、行動するまちを目指します

みんなで力を合わせて行動しよう

環境について学ぼう・話し合おう

みんなで計画を実行し、

評価しよう

現行計画 第３次計画 
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 望ましい環境像について 

 望ましい環境像とは、10 年後の富士見市の環境をどのようにしていくかを

描いたもので、第 1次及び第 2次環境基本計画では「いのち豊かな里・湧き

水のまち 富士見市」と定め、環境保全と創造に取り組んできました。 

 前回の審議会では、富士見市環境基本計画の上位計画である富士見市第 6次

基本構想の「理想の未来」のまちづくりの目標である、田園地帯など緑や湧

水などの自然と都市が調和したまちづくりとしていることや、第 3次環境基

本計画の審議などを踏まえ、以下のような案や盛り込むべき要素などの議論

をいたしました。 

 

「未来へつなぐ 水の恵みとゆたかな緑 環境調和都市」 

 

「未来へつなぐ いのち豊かな水と緑 環境調和都市」 

 

「未来へつなぐ 湧水の恵みと育む緑 環境保全のまち」 

 

「未来へつなぐ 湧水が育む命とゆたかな緑 環境調和都市」 

 

 

ご意見として出されたキーワード：「いのち」・「育む」・「湧水」 

 

【参考】他市町村の環境像 

・豊かな環境をともに育はぐくみ 、自然の恵みを 未来へつなぐ まち 

・未来につなげよういきいき自然！やさしさと行動力あふれるまち 

・豊かな自然と共生する安全で健康な文化都市 

・人も自然もいきいきする環境都市 など 
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 今後のスケジュールについて 

日 付 内 容 

～11月 18日 計画（案）の庁内照会 

11月 30日 政策会議 

5年 1月 4日～2月 3日 パブリックコメント 

2月中下旬 第 6回環境審議会 

（パブリックコメント報告案報告） 

3月中下旬 第 7回環境審議会 

（答申、次年度予算案報告） 

 

 


